
野にどのような形で貢献できるかを考
えたとき、建材メーカーとして
の立場から、太陽光発電向けの
架台の製造販売事業に取り組む
ことを決めた。
　弊社では日本国内以外にもモ
ンゴル、アメリカ、オーストラ
リア、ベトナムなど、世界各国
で事業を展開している。このう
ち日本向けには、2017年は合
計200MW分の架台を出荷し、
現在までに累計で１GW以上の
架台販売実績を持つとともに、
ＥＰＣ会社50社以上などとの取
引実績がある。2018年は島根
県の46MW、群馬県26MW、
福岡県10MW、同じく福岡県
20MWの特高案件向けの架台
を各地で受注しており、2018
年度の日本向けの架台出荷量は
300MWを超える見込みだ。

　中国で2012年に架台メーカー
「厦門ＢＳＬ」 ( X I A M E N  B S L 
ECOTECHNOLOGY CO., LTD)として設
立され、2013年には日本へ進出し事業
展開を開始した。その後2014年には、
日本法人である子会社の「日本ＢＳ
Ｌ」を設立した。私自身の家族は、中
国で建材メーカー事業を営んでいる。
また私の妻は日本人で、このため日本
人の友人より日本に関する情報も得て
きた。2009年には始めて日本に来日し
た。こうした中で、2011年に日本で東
日本大震災が発生したことなどから、
日本でも太陽光発電が拡大していくと
いう情報も、日本の友人より聞いてい
た。これを受けて日本の太陽光発電分

　特高案件の場合、弊社と業務提携
している日本人の構造一級建築士の方
がいる。このため、ＪＩＳ規格や建
築基準法の内容もふまえて強度計算書
を作成するとともに、経済産業省まで
同行して申請手続を含めて、架台メー
カーである我々が経産省への説明・申
請手続きを受託できることが強みと
なっている。高圧案件について北海道
から九州に至る各地で、経産省への申
請手続を行った実績がある。構造一級
建築士は、日本国内にも多くの方々が
いる。我々は複数の構造建築一級士の
方々に相談させて頂いてきた中で、太
陽光発電分野での経験実績を持った構
造一級建築士の方と出会い、その方と
パートナーシップを構築することがで
きている。



　架台の販売の一方で、自社でもＦ
ＩＴを活用した発電事業も展開してお
り、これまで自社所有のサイトとして
合計５MWの発電所を所有し運営して
いる。さらに今後に向けて、新たに合
計10MW分の発電所についても、18
円/kWh(税抜)案件としての事業申請を
既に行っている。こうした発電所の運
営は、長期の安定的な売電収益の確保
につながるだけでなく、お客さまへの
弊社姿勢のアピールにもなる。我々自
身も日本で腰を据えて長期の発電事業
を展開することで、お客さまへの長期
のアフターサービスを提供していく姿
勢のアピールにつながる。弊社の架台
は10年間の品質保証を行っている。架
台は打ち込み杭タイプ、スクリュー杭
タイプ、屋根置き向けタイプの３種類
をラインアップしている。弊社では日
本国内に倉庫も保有しており、常時３
MWの在庫を所有し、急な出荷・注文
などお客さまからのあらゆるニーズに
迅速に対応できる態勢を整えている。
万一不備が発生しても、現地での迅速
な立ち会い確認を含め、早急に(解決)改
善策を提案し、施工の進捗に影響がで
ないよう、最大限の対応を行うための
体制を整えている。さらに、弊社はパ
ネルなどの機器も取り扱い販売してい
る。日本でも中国メーカー製のパネル
が導入されているが、ＢＳＬの中国の
本社と中国のパネルメーカーで中国人

同士で取引を行うとともに、日本のお
客さまの考え方を理解している弊社が
仲介することにより、パネルをお納め
する案件の引き合いも拡大している。

　ＦＩＴ価格の低下などで、当初に
比べて日本の太陽光発電のブームは落
ち着いてきた。だが、その中でも弊
社は日本の架台受注を重ね、事業を拡
大できている。弊社は、まずはＦＩＴ
制度が終了するまで、日本での事業を
間断なく継続する。今後３～５年分の
案件向けのオーダーをすでに頂いて
おり、こうした注文への対応に力を
注ぐ。一方でＦＩＴが終了したあと
でも、例えば需要家へ太陽光発電シス
テムから長期の電力供給を行うＰＰ
Ａ(Power Purchase Agreement)モデ

ルによるスキー
ムなど、太陽光
発電へのニーズ
は今後も続いて
いくと考えてい
る。日本はＦＩ
Ｔで太陽光発電
の導入が進んだ
が、その多くは
野立てのシステ
ムで、倉庫や工
場、住宅屋根な
どに設置された
システムは他の
国に比べると
まだまだ少ない
という印象があ

る。海外では屋根を活用して設置する
発電所案件の融資手続きも、すでにス
ムーズに行えるようになってきてい
る。中国では倉庫などの屋根を活用し
た太陽光発電が普及しており、弊社で
はこうした中国での事業での経験やノ
ウハウがあり、屋根に置く際の重さや
強度などの問題に、日本でも対応でき
ると考えている。

　日本はこれまで野立ての案件が多
く行われてきたが、今後は屋根上での
工事のノウハウなども蓄積されていく
だろう。この中で、我々はできるだけ
軽くて強度があり、また屋根への穴あ
けを極力行わなくても良いような架台
を開発していく。弊社は国内での発電
事業を通じて、架台の施工やコストダ
ウンなどに関する技術開発も行ってい
る。こうした日本で蓄積したノウハウ
は、ほかの国々で事業を展開する上で
も活かしていきたい。また、日本では
屋根設置型システムのほか、太陽光発
電と営農を平行して行うソーラーシェ
アリングへのニーズも伸びるのではな
いか。土地の造成が不要なこと、また
国の法改正によって、農地一時転用の
更新までの期間がこれまでの３年から
10年に延長されたことなどから、こ
うした分野での太陽光発電普及が進む
ことが考えられる。弊社はソーラー
シェアリング案件向けの架台について
も、これまで受注実績を重ねてきたか
ら更に拡大していきたい。


